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アメリカ会計基準の研究

学位論文内容の要旨

  本論文は，現代における会計基準設定構造の研究である。現在，一国内における個々の会計
基準の設定や改訂ばかりでなくどのようなディスクロージャー制度を構築するかも，開示情報
に対する社会的要望と国際的関係の両面を考慮することが求められている。企業が開示する情
報は社会の幅広い経済活動の上で必要不可欠なものとなっており，企業を取巻く多くの人々の
意思決定に重要な指針を提供している。それゆえ，企業活動や経済環境の変化は新たな情報の
開示あるいは既存の開示情報の修正を要求する圧カを生み出している。一方，連結財務諸表中
心のディスクロージャー制度への転換や時価主義会計の導入の検討など，国際会計基準等の動
向を勘案しながら現在わが国で「金融システム改革」の一環として行われている会計制度の抜
本的見直しにみられるように，各国の会計情報及び会計制度も国際的な枠組みのもとで考えざ
るを得ない状況となってきている。本論文は，現在，国際的に大きな変革期を迎えている会計
基準及び会計制度の現代的特質を多くの議会等の原始資料を用いながら解明してきている。
  本論文は二部構成となっており，第一部でアメリカにおける会計基準設定過程を，第二部で
会 計 の 国 際 的 調 和 化 の 動 向 と ア メ リ カ の 関 わ り を 多 面 的 に 分 析 し て い る 。
  第一部の第1章では，会計基準設定の過程とその時代的背景を会計基準設定構造としてとら
え，アメリカにおけるセグメント情報基準の設定構造を分析している。アメリカにおけるセグ
メント情報は，今世紀初頭からの長い連結財務諸表制度の経験を土壌に，1960ー1970年代に
かけての強い時代的及び社会的要望を具現するものとして誕生している。すなわち，セグメン
ト情報は，1960年代後半にピークを迎える合併運動で登場したコングロマリット合併に対する
反トラスト規制の立場からアメリカ議会で連結財務諸表情報の改善として要請されるようにな
り，その後SEC及びFASBにより会計基準として制度化されてゆく。本章では連結財務諸表情
報自体が時代的要請により実務と基準の整備により定着してきた歴史的経緯を押さえ，そのう
えで企業活動と経済環境の変化に応じるために新たな会計情報としてセグメント情報が要求さ
れることになった点を，多くの利害関係者団体の意向と行動を分析することで明確にしている。
さらに，会計基準設定が社会に対して大きな影響を及ぼすがゆえに，その設定過程が政治的色
彩を帯びてくる傾向があり，そのため設定過程において広く社会的合意を得る仕組を完成する
必 要 が あ っ た 経 緯 を 会 計 基 準 設 定 機 関 の 変 遷 を 通 し て 明 ら か に し て い る 。
  第2章では，外貨表示財務諸表換算会計の基準改訂を対象としている。変動相場制の下にお
いては国外子会社を含めて連結財務諸表を作成する際に用いる換算方法により企業業績が大き
く変動することになる。これは企業の海外事業戦略と密接に関連するゆえに，一度設定された
会計基準もそれに準拠して作成，開示される情報が企業の海外事業活動の実態を適正に表して
いないと判断した産業界からの強い圧カを受けて再編された。この再編過程を，アメリカにお
ける経済環境及び企業の海外事業戦略の変化と新旧各基準の論理構造を対応させて分析してい
る。この会計基準の再編は会計基準設定機関であるFASBの権威を脅かし，その存続のために
は産業界の要望を取り込みながら，会計基準の論理構造を再構築する必要があったのである。
  第二部では，会計の国際的調和化の動向に深く関わるSECの証券規制政策の転換の意味と影
響を分析し，SECが模索した新しい開示制度の試みを検討している。さらに現在の会計基準が
国際的枠組みのもとでいかに設定されているのかを，具体的に日本，アメリカ及びIASCでの
実例をもって分析している。1980年代も後半になると，アメリカをはじめ世界の会計基準の設
定環境に大きな変化がみられる。すなわち，国際的な企業活動及ぴ投資活動の展開により一国
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の内だけで開示制度を考えることができなくなり，国ごとに大きく異なる会計基準および開示
規定の国際的調和が図られる必要が生じてきたのである。
  第3章では，SECが国際的配慮を重視する証券規制政策を国内及び国外で展開することにな
った背景を探り，その具体的な政策の内容を広く検討している。SECはアメリカの証券市場の
相対的な地位の低下のために証券規制政策を国際的な領域まで拡大してアメリカ市場の活性化
を図ろうとしたが，その基本方針は常にアメリカの投資者保護にある。そのため，良質なディ
スクロージャーを提供するという姿勢は現在まで一貫して維持されてきており，そこには安易
な妥協はみられない。IASの改訂プロジェクトがほば終了した現在，IOSCOがコア・スタンダ
ードを承認しIASが多国間証券公募で用いられるようになるか世界の注目を集めているが，そ
こではSECによるIAS受け入れの決断が大きく影響すると考えられている。本章での分析によ
り，SECはこれまで国外の企業に対する種々の規制緩和を行いながらも自国基準以外の受け入
れには厳しい条件を付けてきていることがわかる。本章では，このようなSECの証券規制政策
における基本方針を明らかにしている。
  アメリカはカナダとの間で互いの開示書類を相互承認する多法域間開示制度を1991年に導入
した。SECは国際的に健全な開示制度を築くために，ニ国聞あるいは複数国間での開示制度の
相互承認と国際的に統一された会計基準設定のふたつの方向の可能性を探ってきたが，MJDS
はこのうちの前者の試みである。この制度では相手国での証券発行において一定の要件を満た
すならば自国での開示書類が受け入れられることになる。アメリカにとっては外国企業の証券
発行が促進されることで証券市場が活性化することが期待されたのである。第4章ではこの制
度の詳細な検証を行い，SECのディスクロージャー政策の基本姿勢を再度確認し，同時に会計
の国際的調和化の方向のひとっとして考えられていた相互承認方式が持つ限界を指摘している。
すなわち，かなり会計基準が共通するとみられていたカナダの問でもその差異の存在により全
面的な開示書類の受け入れには至っておらず，たとえIASをミニマム・スタンダ｀一ドとしても
相互承認方式では現在の国際的な会計実務の多様性を削減することには繋がらないのである。
  第5章では，セグメント情報の国際的調和の動向を検討している。現在国際的な動向を無視
したり他国との協調を図らずに国内での会計基準設定を進めることは難しくなってきていると
ころに時代的特質がある。わが国の場合は，連結財務諸表情報を国際的レベルにすることを目
的に，当初からアメリカの基準を目標にセグメント情報の導入と制度的完成が図られてきた。
アメリカではカナダとの間で共同プロジェクトの形で共通の基準改訂を行っている。IASCの
基準改訂はIOSCOとの合意にもとづくIAS設定・改訂のプロジェクトの一環であり，最終的
な基準の承認にあたってはアメリカとカナダのプロジェクトの内容に歩み寄る姿勢をみせてい
る。しかし，国際的な差異を解消することには困難が伴い，現在でも完全な調和化は達成され
ていない。本章ではその状況がどこに起因するかを明らかにし，基準設定にあたっては国際的
な動向との調整を図りながらも情報開示の目的を明確にすることの必要性を指摘している。
  以上，本論文では現代の会計基準と会計制度の特質をアメリカを主たる対象として検討して
いる。現代の会計情報は，社会の会計情報に対する要望を取り入れる仕組みをその設定機構の
中に持つ必要があり，同時に国際的調和への配慮も求められてきているのである。
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学 位 論 文 題 名

アメリカ会計基準の研究

  本論文は、アメリカ企業の海外進出と事業多角化に伴うアメリカにおける会計基準
の設定及び改訂プロセスの研究である。現在、アメリカといえども、国内における個々
の会計基準の改訂は、開示情報に対する国内的要望と国際的要請の両面を考慮するこ
とが求められている。企業が開示する情報は社会の幅広い経済活動の上で必要不可欠
なものとなっており、企業を取巻く国内、国外の人々の意思決定に重要な影響を与え
ている。それゆえ、企業活動や経済環境の変化は、新たな情報の開示を要求する圧カ
を生み出している。本論文でアメリカの会計基準及び会計制度の現代的特質を連邦議
会・行政機関・会計基準設定機関の原始資料を用いながら克明に解明してきている。
  第1章（第一部）では、アメリカにおけるセグメント情報の会計基準の設定構造を分
析している。  アメリカのディスクロージャーは、今世紀初頭から連結財務諸表中心
に発展していったが、1960年代後半にピークを迎えるアメリカの合併運動で登場し
たコングロマリット合併に対する反卜ラスト規制の観点から連結財務諸表における情
報の稀薄化の改善策が要請され、セグメント情報が会計基準として制度化されていっ
た。
  この章では、連結財務諸表が、過去の社会的要請の結果、会計基準の整備により定
着してきた歴史的経緯を押さえ、そのうえで企業活動と経済的環境の変化に応じて、
新たな会計情報としてセグメント情報が要求されることになった背景を、連邦議会、
SEC及びFASBを始めとする政府機関、産業界、会計団体等の利害関係集団のセグ
メント情報に対する意見を分析することで明確にしている。
  第2章（第一部）においては、海外進出企業の外貨表示財務諸表換算基準における
度重なる改訂の本質的意義の追求を対象としている。
  為替相場の変動相場制の下においては、在外子会社を含めた連結財務諸表を作成す
る際に、換算方法の違いにより連結業績が大きく変動することがある。会計基準が企
業の海外事業戦略に影響を与えてしまっていることになる。企業の海外事業活動に成
功した事業でも、為替レート次第では財務情報において失敗として報告されることに
なり、当然、海外進出企業からの強い反発を受けて、改訂を迫られたのである。この
会計基準の改訂のプロセスを、アメリカにおける経済環境及び企業の海外事業戦略、
新旧基準の論理構造の変化に着目して、詳細に分析している。旧会計基準の矛盾のた
め会計基準設定機関であるFASBへの批判が高まり、組織存続のために、外貨表示
財務諸表換算に対する産業界の要望を取り込みながら、その会計基準の論理構造を再
構築した、としている。
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  第3章（第二部）では、SECが国際的配慮を重視する証券規制政策をアメリカの国
内及び国外で展開することになった背景を探り、その具体的な政策の内容を深く検討
している。SECはアメリカの証券市場の相対的な地位の低下のため、国際的な証券
規制政策を展開してアメリカ証券市場の活性化を図ろうとしたが、その基本方針は常
にアメリカの投資家保護にある。そのため、良質なディスク口ージャーを提供すると
いう姿勢は現在まで一貫して維持されてきており、そこには安易な妥協を許していな
い。
  本章では、このようなSECの証券規制政策における基本方針を明らかにすること
で、先進国の企業会計における国際的調和化の将来を考える際の重要な指針を提供し
ている。
  第4章（第二部）では、アメリカとカナダの間で互いの開示書類を部分的に相互承認
するMJDS（多法域問開示制度）の1991年導入時の両国の論争を詳細に分析している。
SECは国際的に健全な開示制度を築くために、二国間あるいは複数国間の開示制度
における相互承認の道と国際的に統一された会計基準設定の道というニつの方向の可
能性を探ってきた。MJDSはこのうちの前者の試みである。この制度のもとでは，
カナダで証券発行が認められれば、アメリカとしても一定の要件を満たすことを条件
に、その開示書類がそのまま受け入れられるようにするものである。  アメリカにと
っては外国企業によるアメリカ国内で証券発行が促進されることになり、証券市場が
活性化することが期待されていたのである。
  本章では、この制度の詳細た検証を行い、SECのディスクロージャー政策の基本
姿勢を再確認し、同時に企業会計における国際的調和化の方向のーっとして考えられ
ていた相互承認方式がいかに困難か、限られた例外的な範囲に終わっているか、を鋭
く分析している。
  第5章（第二部）は、セグメント情報の国際的調和化の動向の研究である。現在、ア
メリカといえども先進国は、会計基準設定は国際的な動向を無視したり、他国との協
調を図らずに、国内独自の会計基準の改訂を進めることは難しくなってきているとこ
ろに時代的特質がある。
  本章ではその状況がどこに起因するかを明らかにし、基準設定にあたっては国際的
な動向との調整を図りながらもセグメント情報の開示基準を後退させずに、独自の基
準に踏み切っていることを明らかにしている。
  上述のように、本論文は、アメリカ企業の海外進出と事業多角化に伴うアメリカの
会計基準と会計制度の特質について、基準改訂の必要性の観点から多方面の原始資料
を克明に分析しており、今後の方向性を見い出そうとする優れた研究である。アメリ
カの会計基準は、社会の会計情報に対する要望を取り入れ、その設定機構の中に組み
込んで、世界をりードする会計基準として独自の発展を遂げてきた部分を、第一部と
してまとめている。第ー部の分析により、会計基準の改訂がいかに時間がかかり、い
か に 困 難 に 打 ち 勝 っ て き た か が 理 解 で き 、 優 れ た 分 析 で あ る 。
  アメリカは、会計基準の改訂の場合、先進国の経済がグローバル化してきた関係上、
会計基準の国際的調和化への配慮をするようになっている。第二部では、この部分を
取り扱っている。しかし、その第一歩として、アメリカは、隣国カナダとの開示情報
の相互承認協議に入ったが、妥協を許さなかった。また、セグメント情報の改訂の際、
IASC(国際会計基準委員会）へも国際的調和化のため共同研究に参加して作業を進め
てきたものの、やはルアメリカは見切り発車し、世界で最も進んだセグメント情報の
会計基準を発表している。本論文の第二部で、アメリカの国際的調和化の意味と位置
づけが明瞭となり、学界に貢献する論文である。
  以上、本論文は、史実を通じた綿密な分析が行われており、将来の展望を示唆する
ものであり、類書は見当たらない優れたものである。審査委員全員、本論文を博士（経
営 学 ） の 学 位 を 授 与 す る の に 値 す る も の で あ る こ と を 認 め る 。
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